
立川都市計画地区計画の決定（立川市決定） 

都市計画西武立川駅南口地区地区計画を次のように決定する。 

名      称 西武立川駅南口地区地区計画 

 位      置※ 立川市西砂町一丁目地内 

 面      積※ 約 ６．９ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、北側を西武鉄道拝島線、南側を玉川上水に囲まれた昭島市に隣接する地区であり、高い交通利便性と水と緑が豊か

な自然環境を兼ね備えた地区である。 

立川市都市計画マスタープランにおいては、地域拠点に位置づけられており、日常生活にかかる利便性を向上させる商業機能

の導入、駅前広場、補助幹線道路等の都市基盤の整備などにより、利便性の高いまちづくりを図ることとしている。 

このことから、本地区計画を策定することにより、立川市の西の玄関口として、駅周辺にふさわしい土地利用や基盤整備を誘

導するとともに、玉川上水と連携した緑のネットワークを形成し、緑豊かで、うるおいのある快適な住環境の形成を目指してい

く。 
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土地利用の方針 

本地区を４つの地区に区分し、それぞれの地区特性にふさわしい土地利用を誘導する。 

（１）駅前商業地区 

地域密着型の商業施設、生活関連サービス施設などと周辺の住環境とが調和し、駅前にふさわしい多様な機能が集積す

る、美しい街並みとにぎわいを備えた利便性の高い複合市街地を形成する。 

（２）住宅地区 

周辺の自然環境と調和し、閑静で落ち着きがあり、良好な環境を有する住宅市街地を形成する。 

（３）松中通り西側地区 

都市計画道路沿道の土地利用と住宅や自然などの周辺環境が調和する良好な複合市街地を形成する。 

（４）玉川上水北側地区 

地区南側に位置する玉川上水と調和した良好な環境を有する市街地を形成する。 

地区施設の 

整備の方針 

市街地の骨格を形成するため、道路、公園・緑地の適切な配置とともに、緑豊かでゆとりある市街地形成を図るため、環境緑

地、歩道状空地を配置する。 

（１）道路の整備方針 

立川市の地域拠点として利便性の高い地区を形成するため、駅前広場の整備による公共交通の結節、補助幹線道路の整

備による区域内外との円滑な交通ネットワークの形成を図る。また、住宅地区内では、住民の利便性を確保するよう区画

道路を配置する。 
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地区施設の 

整備の方針 

（２）公園・緑地の整備方針 

地域に親しまれる、やすらぎと憩いの空間を形成するとともに、西武立川駅から玉川上水に向けて形成される緑のネッ

トワークの拠点となるよう公園や緑地を配置する。 

（３）その他の公共空地の整備方針 

各敷地の道路に面する部分には、玉川上水や公園とつながる緑のネットワークを形成する環境緑地を配置し、駅周辺に

は、ゆとりある歩行者空間を創出するため歩道状空地を配置する。 

環境緑地は、原則として、駅前広場及び補助幹線道路沿いは、道路に面する敷地の部分のすべて、その他は道路に面す

る敷地の各部分の２分の１以上を、低木等の植栽により緑化する。ただし、環境緑地２号の補助幹線道路沿いについては

人の出入り口を、その他は人、車両等の出入り口を確保することにより所定の長さを緑化することが困難な場合等やむを

得ない理由があるときは、敷地内に同等の緑化を行い環境の確保に努める。 

建築物等の 

整備の方針 

周辺環境と調和した魅力ある市街地を形成するために、建築物等の整備の方針を次のように定める。 

（１）地区の特性にあった良好な市街地の形成を図るため、建築物等の用途の制限を定める。 

（２）敷地の細分化を防止し、良好な市街地環境を形成するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

（３）ゆとりある歩行空間の形成とともに、魅力的な街並み景観を形成するため、壁面の位置の制限や壁面後退区域における

工作物の設置の制限を定める。 

（４）周辺環境と調和した良好な市街地景観を形成するため、建築物等の高さの最高限度を定める。 

（５）良好で統一感のある街並み景観を創出するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 

（６）緑豊かな街並みによる良好な住環境を形成するため、かき又はさくの構造の制限を定める。 
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位 置 立川市西砂町一丁目地内 

面 積 約 ５．１ｈａ 

地区施設の 

配置及び 

規模 

種類 名称 
幅員 

()は地区外を含めた全幅員 
延長 面積 備考 

道路 

補助幹線道路１号※ 
９．５～２２ｍ 

（１１～２２ｍ） 
約２９０ｍ － 新設、一部既存 

補助幹線道路２号※ 
０～３３ｍ 

（１６～４９.９ｍ） 
約１０５ｍ － 

新設 

駅前広場約１,４０５㎡

を含む 

区画道路１号 ６～７.５ｍ 約２８０ｍ － 新設 

区画道路２号 ６ｍ 約１６５ｍ － 新設 

区画道路３号 ６ｍ 約１３０ｍ － 新設 
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地区施設の 

配置及び 

規模 

道路 

区画道路４号 ６ｍ 約１１５ｍ － 新設 

区画道路５号 ６ｍ 約 ５５ｍ － 新設 

区画道路６号 
３～６ｍ 

（６ｍ） 
約２９０ｍ － 新設 

区画道路７号 ６ｍ 約 １５ｍ － 新設 

区画道路８号 
３～６ｍ 

（６ｍ） 
約１４５ｍ － 新設 

区画道路９号 ６ｍ 約 ４０ｍ － 新設 

区画道路 10号 ５ｍ 約１００ｍ － 新設 

区画道路 11号 ５ｍ 約 ８５ｍ － 新設 

区画道路 12号 ５ｍ 約 ７５ｍ － 新設 

区画道路 13号 ５ｍ 約１２０ｍ － 新設 

区画道路 14号 ５ｍ 約 ２０ｍ － 新設 

区画道路 16号 
１．２ｍ 

（５ｍ） 

約  １ｍ 

（隅切部分） 
－ 新設 

区画道路 17号 ５ｍ 約  ２ｍ － 新設 

区画道路 18号 ５ｍ 約  ４ｍ － 新設 

区画道路 19号 ５ｍ 約１０５ｍ － 新設 

区画道路 20号 
３ｍ 

（５．５ｍ） 
約 ５５ｍ － 拡幅 

公園 

・緑地 

公園１号 － － 約１,２５０㎡ 新設 

公園２号 － － 約  ５３０㎡ 新設 

公園３号 － － 約  ６８０㎡ 新設 

緑地１号 － － 約  ２６０㎡ 新設 

その他の 

公共空地 

歩道状空地１号 １.０ｍ  約  １６０ｍ － 新設 

歩道状空地２号 ０.５ｍ  約   ６５ｍ － 新設 

環境緑地１号 １.０ｍ  約  ２８０ｍ － 新設 

環境緑地２号 ０.５ｍ  約２,３７５ｍ － 新設 



地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の 

区分 

名称 駅前商業地区Ａ 駅前商業地区Ｂ 住宅地区 

面積 約 １．０ｈａ 約 ０．３ｈａ 約 ３．８ｈａ 

建築物等の 

用途の制限 

次の各号に掲げる建築物は建築しては

ならない。 

（１） 工場（店舗に附属する作業所を除

く） 

（２） 倉庫業を営む倉庫 

（３） 神社、寺院、教会その他これらに

類するもの 

（４） マージャン屋、ぱちんこ屋、射的

場、勝馬投票券発売所、場外車券

売場その他これらに類するもの 

次の各号に掲げる建築物は建築しては

ならない。 

（１） 補助幹線道路２号に面する建築物

の１階部分を住居の用に供するも

の（玄関、階段等はこの限りでな

い） 

（２） 工場（店舗に附属する作業所を除

く） 

（３） 倉庫業を営む倉庫 

（４） 神社、寺院、教会その他これらに

類するもの 

（５） マージャン屋、ぱちんこ屋、射的

場、勝馬投票券発売所、場外車券

売場その他これらに類するもの 

次の各号に掲げる建築物は建築しては

ならない。 

（１） 共同住宅、寄宿舎又は下宿その他こ

れらに類するもの 

（２） ３戸以上の長屋 

（３） 学校、図書館その他これらに類する

もの 

（４） 神社、寺院、教会その他これらに類

するもの 

 

建ぺい率の 

最高限度 

１０分の６ 

ただし、建築基準法第５３条第３項第２号に該当する建築物にあっては１０分の

１を加えた数値とする。 

－ 

建築物の 

敷地面積の 

最低限度 

１，０００㎡ 

ただし、補助幹線道路２号及び区画道路１号・６号の北側境界線と西武鉄道拝島

線の中心線との間に建築する建築物、巡査派出所及び公衆便所その他これに類する

公益上必要な建築物は、この限りでない。 

１００㎡ 

壁面の位置の 

制限 

計画図３に示す壁面の位置の制限が定められている敷地において、建築物の外壁

（出窓等は除く）又はこれに代わる柱の面の位置から道路境界線までの距離は、次

の各号に掲げるとおりとする。 

（１）１号壁面線：２．０ｍ以上 

（２）２号壁面線：１．５ｍ以上 

（３）３号壁面線：０．５ｍ以上 

計画図３に示す３号壁面線により壁面

の位置の制限が定められている敷地にお

いて、建築物の外壁（出窓等は除く）又は

これに代わる柱の面の位置から道路境界

線までの距離は０．５ｍ以上とする。ただ

し、道路の隅切り部分までの距離について

は、この限りではない。なお、建築物の各



部分が次の各号の一つに該当する場合は

この限りではない。 

（１） 物置その他これに類する用途（自動

車車庫を除く）に供し、軒の高さが

２．３ｍ以下で、かつ床面積の合計

が５㎡以内であるもの 

（２） 自動車車庫で外壁を有しないもの 

壁面後退区域に 

おける工作物の 

設置の制限 

壁面後退区域のうち、環境緑地として緑化している部分については、門・へい・その他の工作物を設置してはならない。 

建築物等の 

高さの最高限度 
３０ｍ １２ｍ 

建築物等の 

形態又は 

色彩その他の 

意匠の制限 

１．建築物等の形態・色彩・その他の意匠は、玉川上水のうるおいある環境や周辺の街並み特性と調和した良好な景観の創出に

配慮したものとする。 

２．玉川上水の中心から１００ｍの範囲における建築物の外壁面の色彩（色相、明度及び彩度の色彩に関する表示については、

日本工業規格Ｚ８７２１に定められたものとする。以下同じ。）は、外壁各面の５分の４以上の面積は、（１）又は（２）に掲

げる色彩の中から、外壁各面の５分の１以下の面積を、（３）、（４）及び（５）に掲げる色彩の中から、また、屋根面の色彩

は、（６）又は（７）に掲げる色彩の中から使用する。 

（１）色相が０Ｒ（赤）以上５．０Ｙ（黄）以下の場合、明度４以上８．５未満、彩度４以下の色彩 

（２）前１号に規定する色相以外の色相の場合、明度４以上８．５未満、彩度１以下の色彩 

（３）色相が０Ｒ（赤）以上５．０ＹＲ（橙）未満の場合、彩度４以下の色彩 

（４）色相が５．０ＹＲ（橙）以上５．０Ｙ（黄）以下の場合、彩度６以下の色彩 

（５）（３）、（４）に規定する色相以外の色相の場合、彩度２以下の色彩 

（６）色相が５．０ＹＲ（黄赤）以上５．０Ｙ（黄）以下の場合、明度６以下、彩度４以下の色彩 

（７）（６）に規定する色相以外の色相の場合、明度６以下、彩度２以下の色彩 

３．屋外広告物は、設置位置、形態、規模、デザイン、色彩などについて、地区の良好な環境及び都市景観に配慮したものとす

る。また、原則として、屋上には屋外広告物を設置してはならない。 
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壁面の位置の 

制限 



かき又はさくの 

構造の制限 

道路に面するかき又はさくの構造は、良好な景観を形成するよう生垣又は透視可能で周辺環境と調和したフェンス（０．６ｍ

以下の基礎部分を除く）等とする。ただし、良好な沿道環境の形成に配慮したものについては、この限りではない。 

 

「区域、地区の区分、地区施設の配置、壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 

理由：玉川上水と連携した緑のネットワークを形成し、緑豊かで、うるおいのある快適な住環境の創出を図るとともに、将来にわたり良好な住環

境を維持・保全するため、地区計画を決定する。 

※は知事協議事項 










